「精神障害者県庁職場研修事業」実施要領
（目的）
第１条　この要領は、「兵庫県障害者インターンシップ事業」の一環として実施する「精神障害者県庁職場研修事業」について、「兵庫県障害者インターンシップ事業」実施要綱（以下、「要綱」という。）第12条に基づき、必要な事項を定める。
（実施内容）

第２条　この事業は、文書作成・印刷・発送、パソコン入力などの兵庫県障害者支援課の事務補助業務を行う。

（実施場所）
第３条　この事業は、兵庫県障害者支援課（神戸市中央区下山手通5-10-1）で実施する。

（対象者）

第４条　この事業の対象者は、要綱第３条第９号でいう研修に当たっての必要な要件として、ワード、エクセル等パソコンの基本的操作が可能な者とする。

（研修形態）

第５条　この事業は、２か月程度約２名で実施するものとする。研修形態については、研修生の所属する就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、旧法授産施設及び小規模作業所等（以下、「施設等」という。）と事前に調整し、午前・午後のみの研修を認めるなど、対象者の状態に柔軟に対応するよう努めるものとする。
（その他）

第６条　この事業の円滑な実施により研修の効果を高めるため、研修生の所属する施設等の長は、特定非営利活動法人兵庫セルプセンター及び兵庫県障害者支援課と連携を図るのとする。

（その他の事項）

第７条　この要領に定めるほか、必要な事項は別に定める。

付　則

（施行期日）

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

（別紙４）











